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２３公立東京給第６１９号  
平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ８ 日  

 
 各所属所長 殿 

公立学校共済組合東京支部長 
大 原  正 行 
（公印省略） 

 
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した組合員等の 
災害に係る取扱いについて（その２）（通知） 

 
 
 このたびの地震で被災された皆様、退避されている皆様に心からお見舞い申し上げます。 
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（平成２３年法律第４０

号。以下「法」といいます。）及び関係政省令において、地方公務員等共済組合法の特例措置が設

けられ、必要な諸規定が整備されました。 
 組合員及び被扶養者の皆様の災害に係る取扱いについては、平成２３年４月１３日付２３公立

東京給第９２号で通知したところですが、今般、上記の特例措置について公立学校共済組合本部

から通知がありましたので、下記のとおり通知します。 
 各所属所におかれては、速やかに組合員に周知くださいますようお願いします。 
 

記 
 
１ 組合員証等がない場合の保険医療機関等での受診 

 このたびの地震により被災された方が、組合員証、組合員被扶養者証及び高齢受給者証（以

下「組合員証等」といいます。）を紛失又は家庭に残されたまま避難した場合は、保険医療機関

等の窓口で、「氏名」、「生年月日」、「勤務先の名称」を申し出ることで、組合員証等を提示する

ことなく受診することができる取扱いとしてきたところですが、平成２３年７月１日以降は、

原則として通常どおり組合員証等を提示することにより資格確認を行う取扱いとなりました。 
 被災により組合員証等を紛失等した方が、なお組合員証等の提示ができない場合については、

平成２３年７月１日以降も保険医療機関等の窓口で、「氏名」、「生年月日」、「勤務先の名称」を

申し出ることで、組合員証等を提示することなく受診することは可能ですが、速やかに組合員

証等の再交付の申請を行い、組合員証等の再交付後、保険者番号及び組合員証等の記号・番号

を必ず当該保険医療機関等に連絡するようにしてください。 
 
２ 組合員証等の再交付【申請先：給付貸付課資格係】 

 被災により組合員証等を紛失した場合で、所属所を経由して再交付申請を行うことが困難な

場合には、直接、公立学校共済組合東京支部に対して再交付の申請を行ってください。 
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３ 保険医療機関等での一部負担金等の免除 

 特定被災地域（次の１及び２の区域をいいます。以下同様。）（地震発生後、被災地域から他

の市町村に転出された方も対象です。）にお住まいの方であって、次の①から⑧までのいずれか

の状態となった方は、６月末日までに保険医療機関等で受診された場合について、その旨を申

し出ることで、一部負担金等を保険医療機関等の窓口でお支払いいただく必要なし（猶予）と

する取扱いとしていましたが、当該一部負担金等の支払いについては、既に猶予としているも

のを含め、免除とすることになりました。 
特定被災地域（法第２条第３号に規定する区域） 

１ 災害救助法の適用市町村（東京都の地域を除く。）（別表１） 

２ 被災者生活再建支援法の適用市町村のうち、一部の市町村（別表２） 

 
① 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした状態の方 
② 主たる生計維持者が亡くなられた又は重篤な傷病を負った状態の方  
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方 
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止した方 
⑤ 主たる生計維持者が失職し現在収入がない方 
⑥ 原子力災害対策特別措置法第１５条第３項の規定による、避難のための立退き又は屋

内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行った方 
（別表３）（別表４又は別表５） 
⑦ 原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定による、計画的避難区域及び緊急時

避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている方 
（別表５） 
⑧ 特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の規定により設置され

た原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積算線量が 20mSv を超えると推
定されるとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている方 

（別表６） 

 
４ 一部負担金等の免除の期間 

 平成２３年３月１１日（上記３の⑥、⑦及び⑧については、指示のあった日。）から平成２４

年２月２９日（入院時食事療養費等の標準負担額の免除については、厚生労働大臣が定める日

までとされており、当面、平成２３年８月３１日）までの間。ただし、上記３の③については、

主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間、上記３の⑥、⑦及び⑧に該当する場合には、

当該免除期間において当該指示が解除されたものについては、別途定める日までの間。 
 
５ 免除の対象となる一部負担金等の範囲 

 免除の対象となる一部負担金等の範囲は次のとおりです。差額ベッド代や、職務上又は通勤

途上の災害により受診した場合などについては、免除の対象には含まれません。 
○ 一部負担金 
○ 入院時食事療養費等の標準負担額 
○ 一部負担金や入院時食事療養費等の標準負担額に相当する自己負担額 
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６ 保険医療機関等での一部負担金等の免除（平成２３年７月１日から） 
（１）一部負担金等免除証明書の提示 

 平成２３年７月１日以降は、一部負担金等の免除を受けるためには、保険医療機関等の窓

口で、公立学校共済組合東京支部が交付した「一部負担金等免除証明書」を組合員証等（保

険調剤薬局にあっては処方せん）とともに提示する必要があります。 
 免除の対象となる方は、全国どこの保険医療機関等で受診しても、一部負担金等の免除を

受けることができます。 
（２）一部負担金等免除証明書の交付申請【申請先：給付貸付課資格係】 

 一部負担金等免除証明書の交付を受けるには、「一部負担金等免除申請書」（別紙様式１）

に必要事項を記入し、別表の証明書類を添付の上、所属所を経由して（所属所を経由するこ

とが困難な場合には、直接、）公立学校共済組合東京支部に対して交付の申請を行ってくださ

い。 
 なお、被保険者証等やり災証明書等、証明書類の入手が困難な場合には、証明書類が添付

できない理由等を免除申請者が申請書に記入して申し立ててください。この場合、申請者の

所属所長、親族又は知人等関係者による証明を受けた上で申請するようにしてください。 
（３）免除認定と一部負担金等免除証明書の交付 

 免除要件の判断を行った後、免除認定された方については、「一部負担金等免除証明書」（別

紙様式２）を個人単位で交付いたします。 
（４）一部負担金等免除証明書の有効期限 

 平成２３年７月１日以降の発行の日から平成２４年２月２９日（入院時食事療養費等の標

準負担額の免除については、厚生労働大臣が定める日までとされており、当面、平成２３年

８月３１日）まで。 
 
７ 既に支払った一部負担金等の還付 
（１）一部負担金等の還付の要件 

 次に該当する方は、公立学校共済組合東京支部に申請することにより、既に保険医療機関

等の窓口で支払った一部負担金等について還付を受けることができます。 
① 平成２３年６月３０日までの支払猶予期間に上記３のいずれかの要件に該当していたが、

一部負担金等を支払った方 
② 平成２３年７月１日以降、一部負担金等免除証明書の交付を受けていない等、次のいず

れかの理由により、一部負担金等免除証明書を保険医療機関等の窓口に提示しなかったこ

とがやむを得ないと認められる方 
ア 一部負担金等の免除等が受けられることを知らなかったため 
イ 一部負担金等免除証明書の交付が遅れたため 
ウ 一部負担金等の免除申請をすることができなかったため 
エ その他やむを得ない理由により、保険医療機関等の窓口に免除証明書の提出ができな

かったため 
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（２）一部負担金等の還付申請【申請先：給付貸付課短期給付係】 

 一部負担金等の還付を受けるには、「一部負担金等還付申請書」（別紙様式４）に必要事項

を記入し、保険医療機関等が発行した領収証の原本又は一部負担金等の額を確認することが

できる書類の原本を添付の上、所属所を経由して（所属所を経由することが困難な場合には、

直接、）公立学校共済組合東京支部に対して還付の申請を行ってください。 
 一部負担金等還付申請書は、療養を受けた者（受診した方）及び療養を受けた保険医療機

関等ごとに記入してください。例えば、組合員とその被扶養者２名の計３名の方が、それぞ

れ、保険医療機関を受診し保険調剤薬局で調剤を受けた場合は、３名×２か所＝６枚となり

ます。 
 なお、一部負担金等免除証明書の交付前に、一部負担金等の還付申請をするときは、一部

負担金等の免除申請を同時に行ってください。【この場合の申請先：給付貸付課資格係】 

（３）留意事項 
 一部負担金等の還付申請前に、高額療養費等が支給されているときは、その支給額を控除

した額を還付します。また、高額療養費等の支給前に、一部負担金等を還付したときは、高

額療養費等は支給されませんので御注意ください。 
 
８ 死亡に係る給付の特例 

 災害等により行方不明となり死亡が明らかでない方については、通常、その死亡の原因とな

る危難が去った１年後に失踪宣告が行われるまで死亡が確定しませんが、このたびの地震によ

り行方不明となった方のうち、次の①又は②に該当する方については、地方公務員等共済組合

法の死亡に係る給付（埋葬料、支払未済の給付等）の適用に当たっては、地震が発生した日（平

成２３年３月１１日）に死亡したものと推定する特例措置が設けられました。該当する方につ

ては、速やかに御連絡ください。 
① ３か月の間生死が分からない場合 
② その方の死亡が３か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合 
 仮に死亡推定されるまでの間、家族等が既に受けた短期給付については、短期給付に係る保

険関係は有効に成立していたものとして取扱い、返還不要といたします。 
 なお、死亡推定後に生存が判明した場合には、給付の決定は取消しとなり、既にお支払いし

た分については返還いただくこととなりますのでご留意願います。 
 
９ 災害見舞金等の給付 

 災害見舞金等の給付については、平成２３年４月１３日付２３公立東京給第９２号でお知ら

せしたところですが、各市町村におけるり災証明書の発行状況等を踏まえ、改めてその概要、

請求手続き等をお知らせします。 
（１）概要 

 非常災害により組合員の住居や家財に一定以上の損害が生じたときは、「災害見舞金」及び

「災害見舞金附加金」（以下「災害見舞金等」といいます。）を支給します。 
 この給付は、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。被扶養者の住居のみが
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対象となる場合については、組合員の住居及び家財の一部として判断します。 
 災害見舞金等の支給に当たっては、原則として現地調査を行った上で損害の程度を認定し、

支給の有無・内容を決定することとなります。 
 災害見舞金等の支給条件や給付額については、「福利厚生ハンドブック（平成２３年３月）」

５５～５６ページをご覧ください。 
（２）災害見舞金等の請求手続き【連絡及び請求先：給付貸付課短期給付係】 

 このたびの地震により住居又は家財に損害を受けた方は、速やかに所属所を経由して（所

属所を経由することが困難な場合には、直接、）公立学校共済組合東京支部にり災の状況を御

連絡ください。連絡が遅れますと、損害程度の確認が困難となり不利益となる場合がありま

すので、十分御注意ください。 
 既にり災の御連絡を受け、現地調査等を行い、災害見舞金等の支給対象となる一定以上の

損害が生じているものと公立学校共済組合東京支部が判断した方については、請求書及び提

出書類について順次御連絡を行っておりますので、いましばらくお待ちください。 
（３）留意事項 

 各市町村において、り災証明書の発行が進んでいる中で、り災証明書における損害程度の

認定が変更される事例が発生しております。特に、このたびの地震における地盤の液状化被

害等の実態を踏まえ、内閣府において災害に係る住家の被害認定基準の運用指針の見直しが

行われたことに伴うものが多く見受けられます。 
 このため、次の事例に該当する場合には、災害見舞金等の支給対象となる場合が考えられ

ます。まだ御連絡をいただいていない方、既に御連絡をいただいた方で災害見舞金等の支給

対象となる損害には当たらない旨一度御説明させていただいた方のうち、次の事例に該当す

る場合は、速やかに御連絡ください。 
① り災証明書が発行され、り災程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」のいずれかの場合（住

家の全半壊、全半焼が確認できる場合） 
② り災証明書が発行され、り災程度が「一部損壊」であったが、その後、「全壊」「大規模

半壊」「半壊」のいずれかに変更となった場合 
③ り災証明書が発行され、り災程度が「一部損壊」であったが、損害箇所を原形に修復す

るのに要する修繕費用の見積額が高額となった場合 
（４）東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故にかかる災害見舞金の給付について 

 原子力災害対策特別措置法の規定による、内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示

があった日において、警戒区域（別表４）並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域（別

表５）（以下「避難区域等」といいます。）に住居を有しており、当該指示を受け住居の移転

を要した場合については、外見上の住居の損害にかかわらず、「住居及び家財の全部が焼失し、

又は滅失したとき」と同程度の損害の程度となります。被扶養者の住居のみが対象となる場

合については、組合員の住居及び家財の一部として判断します。 
 「住居の移転」とは、避難所等への移転や一時的な転居を除き、現に住居の移転をしてい

る場合をいい、現に住民票の異動を伴わなくとも差し支えないものとします。また、避難所

等に避難している方が住居の移転をする場合又は避難区域等が今後拡大する場合においても、

上記と同様の取扱いとします。 
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 上記に該当する方についても、速やかに御連絡ください。 
 なお、避難区域等の区域外に住居を有する方が自主的に避難した場合については、災害見

舞金等の対象とはなりません。 
 
10 災害対策事業資金等の給付 
（１）支給要件 

 災害見舞金等の支給対象となった方のうち、次の①から③までのすべてに該当する場合は、

「災害対策事業資金」を支給します。 
 さらに、次の④に該当する場合は、このたびの災害の被災状況が極めて甚大かつ深刻であ

り、被災地域が広範囲であることを勘案し、従来から実施している災害対策事業資金に加え、

「特別災害対策事業資金」を支給します。 
① 風水害、地震などの災害により、住居又は家財に損害を受けた。 
② 災害救助法が発動されその対象地域である。また、対象地域外でも、災害救助法の発動

された事由と同一の事由により損害を受けた。 
③ 災害見舞金等の支給対象となる。 
④ このたびの地震により災害対策事業資金の支給対象となる。 

（２）支給額 
 災害対策事業資金   ３万円 
 特別災害対策事業資金 ７万円 

（３）請求手続き 
 災害見舞金等の決定を受けて支給しますので、請求手続きは不要です。 
 なお、災害見舞金等が支給された後の支給手続きとなりますので、災害対策事業資金等が

支給されるまで１～２か月かかります。 
 
11 貸付関係 

 被災組合員に対する貸付事業の特例について新たに規程が制定されました。平成２３年６月

２７日付２３公立東京給第５１２号により各所属所長あてに「東日本大震災に伴う住宅災害貸

付けに係る貸付金の利率等の特例に関する規程の制定について」を通知しましたので、詳細に

ついてはそちらをご覧ください。 
【概要】 
（１）特例住宅災害貸付け 

 東日本大震災等により、組合員が自己の用に供している住宅若しくは住宅の敷地が５分の

１以上又はこれと同程度の損害を受けた場合で、新築等をするために資金を必要とする場合

に申し込むことができます。 
（２）償還中の住宅貸付けなどにかかる貸付利率の低減 

 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを償還中の方が、東日本大震災等により、組合員が自己

の用に供している住宅若しくは住宅の敷地が５分の１以上又はこれと同程度の損害を受けた

場合には、申出により償還中の貸付けに係る貸付利率の低減の適用を受けることができます。 
（３）償還猶予 
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 希望により最長５年間、元金の償還猶予を受けることができます。元金の償還猶予とは、

償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付に応じた利息のみを返済していただく制度です。

償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に

支払う利息分だけ負担が増えることになります。 
 
12 問い合わせ先 

 不明な点は、下記担当までお問い合わせください。 
（１）保険医療機関等での受診に関すること     公立学校共済組合東京支部 
（２）一部負担金等の免除及び還付に関すること   給付貸付課 
（３）災害見舞金等の給付に関すること 
（４）死亡に係る給付の特例に関すること 
（５）一部負担金等免除証明書の交付に関すること 
（６）組合員証等の再交付に関すること 
（７）貸付けに関すること             貸 付 係 ０３－５３２０－６８２３ 
（８）災害対策事業資金等の給付に関すること    福利厚生課 
 
 
13 申請書等の送付先 

 〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 公立学校共済組合東京支部 （担当課・係名を明記してください。） 

 
 
 
 
 

資 格 係 ０３－５３２０－６８２６ 

短期給付係 ０３－５３２０－６８２７ 

厚 生 係 ０３－５３２０－６８２１ 
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（別表）免除の要件と証明書類 

免除の要件 証明書類 

① 平成２３年３月１１日に特定被
災区域に住所を有していた者（同
日以降、他の市町村に転入した者
を含む。以下同じ。）であって、大
震災による被害を受けたことによ
り、住家の全半壊、全半焼又はこ
れに準ずる被災をしたもの 

○ 市町村等の交付する、住家の全半壊、全半焼が確認
できる「り災証明書」「被災証明書」の写し。 

○ り災証明書の交付を受けることが困難である場合
は、仮設住宅入居契約書、一時使用住宅入居契約書等、
家屋の全半壊又は全半焼を前提条件とする契約に関
する書類の写し 

② 平成２３年３月１１日に特定被
災区域に住所を有していた者であ
って、大震災による被害を受けた
ことにより、主たる生計維持者が
死亡し、又は重篤な傷病を負った
もの 

ア 「り災証明書」「被災証明書」の写し（主たる生計
維持者の死亡にかかる記載がある場合） 

イ 死亡診断書の写し 
ウ 死亡診断書のみでは判断困難な場合は、併せて死亡
診断書に準じる医師による証明書の写し 

エ 警察の発行する死体検案書の写し 
オ 埋葬許可証の写し 
カ り災により一か月以上の治療を要すると認められ
る旨を記載した医師の診断書等の写し 

※ 主たる生計維持者との関係が不明である場合 
ア 世帯全体の住民票の写し又は被保険者証等の写し 
イ 生計維持関係が判別できる所得証明書の写し 

③ 平成２３年３月１１日に特定被
災区域に住所を有していた者であ
って、大震災による被害を受けた
ことにより、主たる生計維持者の
行方が不明であるもの 

○ 警察等に行方不明者に関する届出をしていること
が確認できるもの 

⑥ 原子力災害対策特別措置法第１
５条第３項の規定による、避難の
ための立退き又は屋内への退避に
係る内閣総理大臣の指示の対象地
域であるため避難又は退避を行っ
ているもの 

⑦ 原子力災害対策特別措置法第２
０条第３項の規定による、計画的
避難区域及び緊急時避難準備区域
の設定に係る原子力災害対策本部
長の指示の対象となっているもの 

○ 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが
確認できるもの 

※ 組合員等の住所として現に届け出ている住所が、避
難指示等の対象地域になっている場合は、書類の添付
は必要ありません。 

※ その他上記の①から⑤までに準
ずる者として公立学校共済組合東
京支部が認めたもの 

 
（注）長期避難世帯とは、津波、宅地
の流動化現象等で危険な状態が継
続することにより、その居住する住
宅が長期にわたり居住不能となる
ことが見込まれると認定された世
帯をいいます。 

例１：被災者生活再建支援法第２条第２号ハに規定する
長期避難世帯に属している者 

○ 市町村が発行した「長期避難世帯に該当する旨の証
明書」の写し 

例２：平成２３年３月１１日の時点で、単身赴任や勉学
等により特定被災区域に家族とともに居住していな
かったが、その後特定被災区域に住所を変更した方 

例３：特定被災区域に居住していないが、大震災による
直接の被害を受けた方 

○ 該当する場合には、個別に御相談ください。 
 
（注）上記３の④主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止した方、⑤主たる生計維持者が失職

し現在収入がない方、⑧特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている方に該当する
場合には、個別に御相談ください。 
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（別表１） 

災害救助法の適用市町村（東京都を除く。）（政令第２条第１項関係・別表第２） 

都道府県 市町村 

青森県 八戸市
は ち のへ し

、上北郡
かみきたぐん

おいらせ町
ちょう

 

岩手県 全３４市町村 

宮城県 全３５市町村 

福島県 全５９市町村 

茨城県 水戸市
み と し

、日立市
ひ た ち し

、土浦市
つ ち うら し

、石岡市
い し おか し

、龍ヶ崎市
りゅうがさきし

、下妻市
し も つま し

、 常
じょう

総市
そ う し

、

常陸太田市
ひ た ち お お た し

、高萩市
た か はぎ し

、北茨城市
きたいばらきし

、笠間市
か さ ま し

、取手市
と り で し

、牛久市
う し く し

、つくば市
し

、

ひたちなか市
し

、鹿嶋市
か し ま し

、潮来市
い た こ し

、常陸
ひ た ち

大宮市
お お みや し

、かすみがうら市
し

、桜川市
さくらがわし

、

神栖市
か み す し

、行方市
な め がた し

、鉾田市
ほ こ た し

、つくばみらい市
し

、小美
お み

玉
たま

市
し

、東茨城郡
ひがしいばらきぐん

茨城町
いばらきまち

、

東茨城郡
ひがしいばらきぐん

大洗町
おおあらいまち

、東茨城郡
ひがしいばらきぐん

城里町
しろさとまち

、那珂郡
な か ぐ ん

東海村
とうかいむら

、久慈郡
く じ ぐ ん

大子町
だ い ごま ち

、

稲敷郡
いなしきぐん

阿見町
あ み ま ち

、那珂市
な か し

、稲敷郡
いなしきぐん

美浦村
み ほ む ら

、稲敷郡
いなしきぐん

河内町
こうちちょう

、筑西市
ち く せい し

、稲敷市
い な しき し

、

北相馬郡
きたそうまぐん

利根町
と ね ま ち

 

栃木県 宇都宮市
う つ の み や し

、小山市
お や ま し

、真岡市
も お か し

、大田原市
お お た わ ら し

、矢板市
や い た し

、那須
な す

烏山市
からすやまし

、さくら

市
し

、那須
な す

塩原市
し お ばら し

、芳賀郡
は が ぐ ん

益子町
ま し こま ち

、芳賀郡
は が ぐ ん

茂木町
も て ぎま ち

、芳賀郡
は が ぐ ん

市貝町
いちかいまち

、芳賀郡
は が ぐ ん

芳賀町
は が ま ち

、塩谷郡
し お やぐ ん

高根沢町
たかねざわまち

、那須郡
な す ぐ ん

那須町
な す ま ち

、那須郡
な す ぐ ん

那珂川町
な か が わ ま ち

 

千葉県 旭市
あさひし

、香取市
か と り し

、山武市
さ ん む し

、山武郡
さ ん ぶぐ ん

九十九里町
く じ ゅ う く り ま ち

、千葉市
ち ば し

美浜区、習志野市
な ら し の し

、

我孫子市
あ び こ し

、浦安市
う ら やす し

 

新潟県 十日町市
と お か ま ち し

、上越市
じょうえつし

、中魚沼郡
なかうおぬまぐん

津南町
つ な んま ち

 

長野県 下水内郡
しもみのちぐん

栄村
さかえむら

 

（注１）東京都の一部地域（東京
とうきょう

２３区
２ ３ く

、八王子市
は ち お う じ し

、立川市
た ち かわ し

、三鷹市
み た か し

、青梅市
お う め し

、府中市
ふ ち ゅう し

、昭島市
あ き しま し

、

調布市
ち ょ うふ し

、町田市
ま ち だ し

、小金井市
こ が ね い し

、小平市
こ だ いら し

、日野市
ひ の し

、東村山市
ひがしむらやまし

、国分寺市
こ く ぶ ん じ し

、国立市
く に たち し

、福生市
ふ っ さ し

、東大和市
ひがしやまとし

、

清瀬市
き よ せ し

、多摩市
た ま し

、稲城市
い な ぎ し

、羽村市
は む ら し

、あきる野市
あ き る の し

、西
にし

東京市
とうきょうし

、西多摩郡
に し た ま ぐ ん

瑞穂町
み ず ほま ち

、武蔵野市
む さ し の し

）は、

災害救助法が適用されていますが、保険医療機関等での一部負担金等の支払免除の対象とな

る地域には含まれません。 

（注２）千葉市における災害救助法の適用区域は美浜区
み は ま く

のみですが、災害救助法の適用市町村と

して千葉市全域が対象となります。 

（注３）平成２３年３月２４日１８時００分現在 のものです。 
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（別表２） 

被災者生活再建支援法の適用市町村のうち、以下の市町村（政令第２条第２項関係・別表第３） 

都道府県 市町村 

青森県 三沢市
み さ わ し

、三戸郡
さんのへぐん

階上町
はしかみちょう

 

茨城県 古河市
こ が し

、結城市
ゆ う き し

 

栃木県 足利市
あ し かが し

 

千葉県 銚子市
ち ょ うし し

、市川市
い ち かわ し

、船橋市
ふ な ばし し

、松戸市
ま つ ど し

、成田市
な り た し

、佐倉市
さ く ら し

、東金市
と う がね し

、八千代市
や ち よ し

、

印西市
い ん ざい し

、富里市
と み さと し

、印旛郡
い ん ばぐ ん

酒々井町
し す い ま ち

、印旛郡
い ん ばぐ ん

栄町
さかえまち

、香取郡
か と りぐ ん

多古町
た こ ま ち

、香取郡
か と りぐ ん

東 庄 町
とうのしょうまち

、山武郡
さ ん ぶぐ ん

横芝
よこしば

光町
ひかりまち
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（別表３） 

原子力災害対策特別措置法第１５条第３項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避

に係る内閣総理大臣の指示の対象地域 

指示 対象地域 

東京電力（株）福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内

（平成２３年３月１２日１８時２５分） 

※ 現在、警戒区域の指示の対象となっています（別表４）。 

東京電力（株）福島第二原子力発電所から半径１０キロメートル圏内

（平成２３年３月１２日１７時３９分） 

避難のための立退き 

 

 

※ 現在、警戒区域又は緊急的避難準備区域のいずれかの指示の対象

となっています（別表４又は別表５）。 

東京電力（株）福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル以上

３０キロメートル圏内（平成２３年３月１５日１１時００分） 

※ 屋内退避指示解除（平成２３年４月２２日９時４４分） 
※ 現在、一部の地域を除き、計画的避難地域又は緊急的避難準備区

域の指示の対象となっています（別表５）。 

屋内への退避 

 屋内退避指示解除後、いずれの指示の対象にもなっていない地域 

いわき市
し

の一部、田村市
た む ら し

の一部 

※ 一部負担金等の免除は、平成２３年６月３０日までに受けた

診療分までとなります。 

 

指示のあった日 対象地域 

平成２３年３月１１日 東京電力（株）福島第一原子力発電所から半径１０キロメートル圏内 

平成２３年３月１２日 東京電力（株）福島第一原子力発電所から半径１０キロメートル以上

２０キロメートル圏内 
平成２３年３月１２日 東京電力（株）福島第二原子力発電所から半径１０キロメートル圏内 

平成２３年３月１５日 東京電力（株）福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル以上

３０キロメートル圏内 
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（別表４） 

原子力災害対策特別措置法第２８条第２項において読み替えて適用される災害対策基本法第６３

条第１項の規定に基づく警戒区域（平成２３年４月２１日１１時００分） 

 

警戒区域（福島第一原子力発電所２０ｋｍ圏域）設定範囲 

問い合わせ先   原子力災害現地対策本部 広報班  電話０２４－５２１－７８３７ 

市町村 大字等 字 備   考 

原町区小沢   

原町区堤谷   

原町区江井   

原町区下江井   

原町区小木廹   

原町区小浜のうち間形沢を除く  

原町区雫 袖原  

田堤  

森合東  

森合  

原町区大甕 

観音前  

原町区米々沢   

高田   

山梨  

町田  

北ノ内  

花木内  

北川原   

舘ノ内  

弥勒堂  

薬師堂  

御稲荷  

鍛冶内  

中平  

原  

大久保前  

権現壇  

原町区高 

高林  

原町区鶴谷   

南相馬市
み な み そ う ま し

 

小高区全域   
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井手   

請戸   

牛渡   

大堀   

小野田   

小丸   

加倉   

苅宿   

川添   

川房   

北幾世橋   

幾世橋   

権現堂   

酒井   

酒田   

末森   

高瀬   

田尻   

立野   

棚塩   

中浜   

西台   

昼曽根   

樋渡   

藤橋   

室原   

両竹   

双葉郡
ふ た ば ぐ ん

浪江町
な み え ま ち

 

 

谷津田   

双葉郡
ふ た ば ぐ ん

双葉町
ふたばちょう

 全域   

双葉郡
ふ た ば ぐ ん

大熊町
おおくまちょう

 全域   

双葉郡
ふ た ば ぐ ん

富岡町
とみおかちょう

 全域   

双葉郡
ふ た ば ぐ ん

楢葉町
な ら は ま ち

 全域のうち山田浜の一部、山田岡の一部、下小塙の一部、上小塙の一部及び

大谷の一部を除く 

葛尾 村道柏原・阿掛線、主要地方道浪江・三春線、村道野行・

岩角線より東側 

双葉郡
ふ た ば ぐ ん

葛尾村
かつらおむら

 

落合 村道大放・岩角線、林道大放・石黒線より東側 
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上川内 国道３９９号より東側 双葉郡
ふ た ば ぐ ん

川内村
かわうちむら

 

下川内 国道３９９号、下川内竜田停車場線より東側のうち、坂シ内

（湯舟沢を除く）、舘ノ下、根岸、砂田、原、平沢、北川原、

熊ノ坪、小田代を除く 

小滝沢 石黒集落を除く 

横山 戸屋集落を除く 

鳥伏  

下ノ久保  

尾ノ川  

下ノ原  

前田  

番坊  

上野前  

権七田  

下ノ前  

稲葉下  

八小屋  

仲ノ前  

申酉  

鍛冶屋前  

場々  

柳沢  

川向  

反田  

南作  

荻田  

田村市
た む ら し

 都路町古道 

国有林 林道大放石黒線より東側（阿園平を除

き、小滝沢を含む） 

国道２８８号より南側に分岐した国道３

９９号より東側 
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（別表５） 

原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区

域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象地域（平成２３年４月２２日９時４４分） 

指示 対象地域 

平成２３年３月１２日付けで避難のための立退きを指示した区域（福

島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域）を除く以

下の区域。 

計画的避難区域 

 

 

双葉郡
ふ た ばぐ ん

葛尾村
かつらおむら

、 

双葉郡
ふ た ばぐ ん

浪江町
な み えま ち

、 

相馬郡
そ う まぐ ん

飯
いい

舘
たて

村
むら

、 

伊達郡
だ て ぐ ん

川俣町
かわまたちょう

の一部：山木屋並びに町内国有林福島森林管理署１６１

林班から１６５林班まで及び１６７林班 

南相馬市
みなみそうまし

の一部：平成２３年３月１５日付けで屋内への退避を指示し

た区域（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル以上３０

キロメートル圏内の区域）のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字

吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、

原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳及び

原町区片倉字行津、並びに原町区大原字和田城並びに市内国有林磐

城森林管理署２００４林班から２０８７林班まで、２０８８林班の

一部、２０８９林班から２０９１林班まで、２０９５林班から２０

９９林班まで及び２１３０林班 

平成２３年３月１２日付けで避難のための立退きを指示した区域（福

島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域）を除く以

下の区域。 

緊急時避難準備区域 

双葉郡
ふ た ばぐ ん

広野町
こうのちょう

、 
双葉郡
ふ た ばぐ ん

楢葉町
な ら はま ち

、 
双葉郡
ふ た ばぐ ん

川内村
かわうちむら

、 
田村市
た む ら し

の一部：都路町、船引町横道、常葉町堀田及び常葉町山根並び

に市内国有林福島森林管理署２５１林班の一部、２５２林班、２５

３林班の一部、２５８林班から２７０林班まで、２８３林班から３

００林班まで及び３０１林班から３０３林班までの一部 
南相馬市
みなみそうまし

の一部：平成２３年３月１５日付けで屋内への退避を指示し

た区域（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル以上３０

キロメートル圏内の区域）のうち、計画的避難区域を除いた区域 
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（別表６） 

原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長

が、事故発生後１年間の積算線量が２０mSv を超えると推定されるとして特定した住居（平成２

３年６月１６日） 

指示 対象地点 

伊達市における特定避難勧奨地点の設定について（平成２３年６月３

０日） 

特定避難勧奨地点 

 

 伊達市
だ て し

霊山町上小国の一部 ３０地点（３２世帯） 

伊達市
だ て し

霊山町下小国の一部 ４９地点（５４世帯） 

伊達市
だ て し

霊山町石田の一部  １９地点（２１世帯） 

伊達市
だ て し

月舘町月舘の一部   ６地点（ ６世帯） 

 




